
番　号 10 所管府省名

特定

１ 組織名及び職員数等

非常勤

128人 9人

プロパー職員数 125人 9人

所管官庁からの出向者数 3人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 0人 0人

その他（常勤職員） 0人 0人

324人 10人

プロパー職員数 324人 10人

所管官庁からの出向者数 0人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 0人 0人

その他（常勤職員） 0人 0人

43,040人 7,192人

プロパー職員数 42,717人 7,192人

所管官庁からの出向者数 0人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 186人 0人

その他（地方公共団体） 137人 0人

発足時 46,036人 5,487人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 40,387人 3,565人

所管官庁からの出向者数 294人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 3人 0人

5,021人 1,922人

174人 0人

157人 0人

0人 0人

同上 47,106人 5,397人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 37,013人 2,940人

所管官庁からの出向者数 437人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 6人 0人

9,340人 2,457人

196人 0人

113人 0人

1人 0人

同上 48,029人 5,545人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 34,127人 2,919人

所管官庁からの出向者数 578人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 7人 0人

12,967人 2,626人

204人 0人

145人 0人

1人 0人

同上 49,245人 7,010人

旧組織からの移行者（プロパー職員）数 30,002人 1,384人

調 査 票

厚生労働省

独立行政法人名
（ＨＰアドレス）

組　　　　　　織　　　　　名
職員数（役員を除く）

常　　　勤

独立行政法人国立病院機構
（http://www.hosp.go.jp/）

移行前（発足時の前日） A 厚生労働省健康局国立病院部

独立行政法人国立病院機構

B 厚生労働省地方厚生局

C 国立病院・療養所

（平成１６年４月１日現在）

移行後の採用者数

その他（国立大学法人）

平成１７年４月１日現在

その他（地方公共団体）

その他（他独立行政法人）

移行後の採用者数

その他（地方公共団体）

平成１８年４月１日現在

移行後の採用者数

その他（国立大学法人）

その他（他独立行政法人）

その他（他独立行政法人）

その他（国立大学法人）

その他（地方公共団体）

平成１９年４月１日現在



所管官庁からの出向者数 766人 0人

所管官庁以外の官庁からの出向者数 25人 0人

18,129人 5,626人

158人 0人

162人 0人

3人 0人

２ 指定職総数及び役員数等

非常勤

A
B
C

1人
7人
71人

0人

発足時（平成１６年４月１日現在） 6人 11人

1人 6人

6人 11人

0人 6人

6人 11人

0人 6人

6人 11人

0人 4人

役員数等

常　勤

その他（国立大学法人）

その他（地方公共団体）

その他（他独立行政法人）

平成１７年４月１日現在

移行前において指定職・役員であった者の数

平成１９年４月１日現在

移行前において指定職・役員であった者の数

移行後の採用者数

平成１８年４月１日現在

移行前において指定職・役員であった者の数

移行前（発足時の前日）

移行前において指定職・役員であった者の数



３ 指定職・役員給与総額及び個人別給与年額

A

B

C

発足時（平成１６年度：平成１６年４月～１７年３月）

平成１７年度　

平成１８年度　

118,431千円

1,271,657千円

18,651千円

16,817千円

16,831千円

16,772千円

18,229千円

16,666千円

21,447千円

18,278千円

15,563千円

18,262千円

18,306千円

999千円

19,794千円

16,792千円

17,004千円

9,142千円

16,976千円

18,741千円

17,292千円

17,088千円

15,734千円

17,314千円

17,373千円

16,633千円

7,459千円

9,756千円

7,932千円

C．国立病院東京医療センター病院長

C．国立病院東京医療センター副院長

C．国立相模原病院長

C．国立松本病院長

C．国立高崎病院長

C．国立埼玉病院長

C．国立西埼玉中央病院長

C．国立千葉病院長

C．国立療養所宮城病院長

C．国立水戸病院長

C．国立霞ヶ浦病院長

C．国立栃木病院長

C．国立弘前病院長（前任）

C．国立弘前病院長（後任）

C．国立仙台病院長

C．国立仙台病院副院長

B.九州厚生局長（前任）

B.九州厚生局長（後任）

C．国立札幌病院長

C．国立療養所札幌南病院長

移行前の最終１年度間（平成１５年度）

指　　定　　職　・　役　　員　　の　　給　　与　　総　　額

支　給　年　度

支　給　年　度

17,413千円移行前の最終１年度間　（平成15年度）

報　　酬　　総　　額

118,148千円

指　　定　　職　・　役　　員　　個　　人　　別　　の　　給　　与　　年　　額

118,712千円

報　　酬　　年　　額

117,286千円

17,413千円

役　　　職　　　名

A.厚生労働省健康局国立病院部長

B.北海道厚生局長

B.東北厚生局長

B.関東信越厚生局長

B.東海北陸厚生局長

B.近畿厚生局長

B.中国四国厚生局長（前任）

B.中国四国厚生局長（後任）



18,249千円

2,788千円

9,431千円

17,012千円

16,955千円

17,418千円

927千円

18,306千円

14,958千円

19,885千円

17,081千円

18,498千円

18,278千円

18,344千円

8,377千円

18,278千円

17,717千円

18,478千円

7,636千円

8,841千円

18,610千円

18,574千円

14,802千円

16,881千円

18,385千円

19,713千円

18,530千円

18,334千円

16,821千円

18,500千円

16,686千円

18,335千円

18,229千円

18,392千円

18,306千円

18,229千円

18,278千円

16,666千円

C．国立岩国病院長

C．国立下関病院長

C．国立療養所松江病院長

C．国立岡山医療センター副院長

C．国立福山病院長（前任）

C．国立福山病院長（後任）

C．国立病院呉医療センター病院長

C．国立療養所兵庫中央病院長

C．国立浜田病院長

C．国立岡山医療センター病院長（前任）

C．国立岡山医療センター病院長（後任）

C．国立療養所宇多野病院長

C．国立療養所近畿中央病院長

C．国立療養所刀根山病院長

C．国立療養所刀根山病院副院長

C．国立大阪南病院長

C．国立姫路病院長

C．国立奈良病院長

C．国立病院大阪医療センター病院長

C．国立京都病院長

C．国立京都病院副院長

C．国立舞鶴病院長（前任）

C．国立舞鶴病院長（後任）

C．国立金沢病院副院長

C．国立東静病院長

C．国立療養所中部病院長（H16.2まで）

C．国立療養所東名古屋病院長

C．国立豊橋病院長

C．国立名古屋病院長

C．国立名古屋病院副院長

C．国立金沢病院長

C．国立療養所下志津病院長

C．国立療養所東京病院長

C．国立療養所東京病院副院長

C．国立療養所村山病院長

C．国立病院東京災害医療センター病院長

C．国立病院横浜医療センター病院長

C．国立千葉東病院長

C．国立療養所東埼玉病院長

19,986千円

17,924千円

C．国立療養所南京都病院長（H15.10～指定職）



発足時（平成16年４月～平成17年３月）

平成１７年度

監事（非常勤）

監事（非常勤）

理事（常勤）

理事（常勤）

理事（非常勤）

理事（非常勤）

理事長

副理事長

理事（常勤）

理事（常勤）

17,490千円

18,229千円

17,633千円

16,743千円

16,666千円

17,662千円

16,743千円

18,169千円

9,309千円

17,543千円

18,229千円

18,229千円

8,340千円

18,229千円

18,229千円

18,229千円

18,335千円

18,229千円

18,363千円

C．国立療養所西別府病院長

C．国立肥前療養所長

C．国立嬉野病院長

C．国立療養所福岡東病院長

C．国立療養所東佐賀病院長

C．国立療養所再春荘病院長

C．国立療養所長崎病院長

C．国立熊本病院長

C．国立別府病院長

C．国立病院九州医療センター病院長

C．国立病院四国がんセンター病院長

C．国立療養所愛媛病院長

C．国立小倉病院長

C．国立病院九州がんセンター病院長

C．国立療養所山陽病院長

C．国立療養所広島病院長

C．国立善通寺病院長（前任）

C．国立善通寺病院長（後任）

C．国立療養所南岡山病院長

副理事長

17,034千円

16,972千円

17,327千円

20,146千円

理事（常勤）

1,440千円

1,440千円

24,349千円

理事（常勤）　（4月）

理事（常勤）　（9月）

監事（非常勤）

監事（非常勤）

1,440千円

1,440千円

1,440千円

24,378千円

1,440千円

17,095千円

理事長

理事（常勤）

理事（常勤）

理事（非常勤）

理事（非常勤）

20,138千円

5,704千円

10,908千円

17,020千円

16,957千円

17,312千円

1,440千円

1,440千円



平成１８年度

平成１９年度（４月～９月までの６カ月分）

（注）　役員は、非常勤を含む

監事（非常勤）

監事（非常勤）

理事（常勤）

理事（常勤）　（2月）

理事（非常勤）

理事（非常勤）

副理事長

理事（常勤）　（5月）

理事（常勤）

理事（常勤）

理事（非常勤）　（７月）

監事（非常勤）

監事（非常勤）

理事長

理事（常勤）　（７月）

理事（非常勤）

理事（非常勤）　（1月）

理事（常勤）

理事（常勤）

理事（常勤）　（3月）

理事（常勤）

理事長

副理事長

720千円

720千円

720千円

720千円

10,235千円

7,326千円

8,685千円

20,300千円

17,225千円

17,165千円

8,801千円

12,386千円

960千円

24,566千円

1,440千円

5,491千円

17,457千円

9,682千円

1,440千円

1,365千円

8,679千円

1,440千円

120千円



４ 役員氏名等
（平成１９年４月１日現在）

公務員
経験

独法等
役員経験 就任年月日 就任時年齢

常勤・非常勤 有給・無給

― ― H16.4.1 65歳

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 有給（財）万有生命科学振興国際交流財団 選考委員

循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業中間・事後評価委員会 委員

（財）医療研修推進財団「医師臨床研修マッチング協議会運営委員会」 委員

日本医師会治験促進センター「総合企画評価委員会」 委員

日本医師会「学術企画委員会」 委員

日本医学会 幹事

（財）医療研修推進財団「臨床研修協議会」 理事長

東京大学経営協議会 委員

特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会 医学中央雑誌編集委員長

日本脈管学会 理事長

（財）国際協力医学研究振興財団 理事

（財）日本国際医学協会 理事

（財）高齢者眼疾患研究財団 理事

（財）かなえ医薬振興財団 理事

（財）興和生命科学振興財団 評議員

鈴木兼三記念（財）医科学応用研究財団 評議員

（財）医学教育振興財団 理事

（財）武田科学振興財団 評議員

（財）持田記念医学薬学振興財団 評議員

（財）三共生命科学研究振興財団 理事

（財）上原記念生命科学財団 評議員

（財）日本心臓財団 理事

（財）先進医薬研究振興財団 理事

（財）医療研修推進財団 理事

（財）細胞化学研究財団 理事

（財）国際医療技術交流財団 理事

（社）日本病院会 参与

（社）日本アイソトープ協会 理事

文部科学省　国立大学法人の運営費交付金に関する検討会 委員

（学）国際医療福祉大学 評議員

財務省　財政制度等審議会たばこ事業等分科会 委員

文部科学省　中央教育審議会 臨時委員

矢　崎　義　雄

国立国際医療センター病院長、総長　平成16年3月31日　退職

厚生労働省　医道審議会医師分科会 委員

理事長

氏　　　　　名

経　　　　　　　　　　　　　歴

兼　　　　職　　　　先 役　　職　　名

役　　職　　名



公務員
経験

独法等
役員経験 就任年月日 就任時年齢

常勤・非常勤 有給・無給

氏　　　　　名

経　　　　　　　　　　　　　歴

兼　　　　職　　　　先 役　　職　　名

役　　職　　名

○ ― H16.4.1 56歳

― ―

― ― H16.7.23 51歳

― ―

○ ― H16.4.1 57歳

― ―

― ― H18.9.1 53歳

― ―

○ ― H16.4.1 61歳

― ―

○ ― H16.4.1 65歳

常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 有給

非常勤 無給

理事

理事白　石　博　之

河　村　博　江

昭47年　厚生省入省
大臣官房人事課長、保健医療局国立病院部長、健康局国立病院部長（省庁再編）、社会援護局長
平成15年8月29日　退職
平成15年10月1日　厚生労働省医療技術顧問（非常勤）
平成16年3月31日　退職

― ―

副理事長

(財)化学療法研究会 理事

(財)成長科学協会 理事

日本大学大学院グローバルビジネス研究科 客員教授

千葉医学会 評議員

(財)日本中毒情報センター 理事

（社）エイジング総合研究センター 理事

（財）東洋療法研修試験財団 評議員

谷　　　修　一

昭和44年　厚生省入省
大臣官房審議官、保健医療局長、健康政策医局長
平成10年7月7日　退職
平成10年8月27日　（社）全国社会保険協会連合会副理事長
平成13年10月18日　退職
平成13年10月1日　（学）国際医療福祉大学学長（現職）

（学）国際医療福祉大学 学長

理事（非常勤）

柴　山　弘　司

昭和36年　国立豊岡療養所採用
厚生省保健医療局国立病院部企画課国立病院・療養所対策室長、職員厚生課長
平成12年4月1日　退職
平成12年4月1日　日本赤十字社事業局医療事業部長
平成16年3月31日　退職

― ―

理事

鈴　木　英　明

昭和62年　厚生省入省
和歌山県保健環境部長、防衛庁人事教育局衛生課長、厚生労働省医薬局血液対策課長、医政局国立病院課
長、近畿厚生局長
平成18年9月1日　出向

― ―

理事

昭和45年　大蔵省入省
会計検査院事務総長官房総務審議官、第三局長、事務総局次長
平成16年3月31日　退職

― ―

樋　口　正　昇

昭和51年　厚生省入省
社会・援護局地域福祉課長、保健医療局国立病院部運営企画課長、企画課長（省庁再編）、環境事業団地
球環境基金部長（出向）、社会・援護局総務課長
平成16年7月23日　出向

― ―



公務員
経験

独法等
役員経験 就任年月日 就任時年齢

常勤・非常勤 有給・無給

氏　　　　　名

経　　　　　　　　　　　　　歴

兼　　　　職　　　　先 役　　職　　名

役　　職　　名

― ― H18.8.1 66歳

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 有給

― ― H18.4.1 59歳

常勤 有給

― ― H19.4.1 63歳

常勤 有給

委員 非常勤 無給

非常勤 無給

役員 非常勤 無給

委員 非常勤 無給

非常勤 無給

委員 非常勤 無給

委員 非常勤 無給

理事 非常勤 無給

臨床教授 非常勤 無給

乳がん診断委員 非常勤 無給

評議員 非常勤 無給

日本医療マネジメント学会 評議員 非常勤 無給

― ― H17.4.1 62歳

常勤 有給

非常勤 有給神奈川県社会保険診療報酬支払基金 審査委員

（独）国立病院機構横浜医療センター 院長

高　橋　俊　毅 理事（非常勤）

（独）国立病院機構横浜医療センター　院長（現職）

東北医学会

（財）日本医療機能評価機構　事業推進協議会

仙台市医師会

福島県立医科大学

（財）宮城県対がん協会

仙台市地域医療対策協議会救急医療部会

（独）医薬品医療機器総合機構 専門委員

（財）日本医療機能評価機構　認定病院患者安全
推進協議会幹事会

厚生労働省　肝炎等克服緊急対策研究事前評価委員会

厚生労働省　薬事・食品衛生審議会 専門委員

宮城県救急医療研究会

理事（非常勤）

（独）国立病院機構仙台医療センター　院長（現職）

（独）国立病院機構仙台医療センター 院長

全国共済農業協同組合連合会・自賠責共済運用益使途選定委員会 委員

山　西　文　子 理事（非常勤）

（独）国立病院機構東京医療センター　副院長（現職）

（独）国立病院機構東京医療センター 副院長

菊地　秀

内閣府　中央障害者施策推進協議会 委員

（社団)成年後見センタ-・リ-ガルサポ-ト 理事

（財)厚生労働問題研究会 理事

自動車安全運転センタ- 理事

東京都介護予防推進会議 委員

茨城県総合がん対策推進会議 委員

日本放送協会　解説委員（非常勤）　平成16年3月31日　退職

埼玉県男女共同参画審議会 委員

東京都福祉サ-ビス評価推進機構認証・公表委員会 委員

村　田　幸　子 理事（非常勤）



公務員
経験

独法等
役員経験 就任年月日 就任時年齢

常勤・非常勤 有給・無給

氏　　　　　名

経　　　　　　　　　　　　　歴

兼　　　　職　　　　先 役　　職　　名

役　　職　　名

― ― H19.4.1 62歳

常勤 有給

非常勤 無給

― ― H19.4.1 56歳

常勤 有給

― ― H16.4.1 60歳

常勤 有給

非常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 有給

― ― H16.4.1 61歳

常勤 有給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

非常勤 無給

― ― H16.4.1 53歳

常勤 有給

― ― H16.4.1 43歳

常勤 有給

（独）医薬品医療機器総合機構専門委員会 委員

理事（非常勤）

厚生労働省　医道審議会医道分科会麻酔科標榜資格審査部会 委員

厚生労働省　薬事・食品衛生審議会血液事業部会 委員

熊本県社会保険診療報酬請求書審査委員会学識経
験者審査委員選考協議会

委員

国立国際医療センター　国際医療協力研究委託費評価委員会 委員

熊本地域保健医療推進協議会救急医療専門部会 委員

熊本市保健衛生審議会 委員

熊本県保健医療推進協議会 委員

熊本市救急災害医療協議会 委員

熊本県献血推進協議会 委員

熊本県角膜・腎臓バンク協会 評議員

（独）国立病院機構熊本医療センター　院長（現職）

（独）国立病院機構熊本医療センター 院長

熊本県医療審議会 委員

特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構 効果安全性評価委員会委員長

宮　崎　久　義

（財）ひかり協会 部会委員

（財）広島県健康福祉センター 理事

佐　治　文　隆 理事（非常勤）

（独）国立病院機構呉医療センター　院長（現職）

（独）国立病院機構呉医療センター 院長

楠岡　英雄 理事（非常勤）

（独）国立病院機構大阪医療センター　院長（現職）

（独）国立病院機構大阪医療センター 院長

（独）国立病院機構名古屋医療センター　院長（現職）

（独）国立病院機構名古屋医療センター 院長

（独）医薬品医療機器総合機構専門委員会 委員

堀田　知光 理事（非常勤）

備考　※独立行政法人、特殊法人もしくは認可法人、公益法人の役員勤務がある場合の者の報酬額、退職
金額については、個人のプライバシー保護等の観点から、記載していない。

東海旅客鉄道（株） 執行役員

監事（非常勤）

石　尾　　　肇

石尾公認会計士事務所（現職）

監事（非常勤）

石尾公認会計士事務所 公認会計士

小　野　高　史

東海旅客鉄道（株）　執行役員（現職）



５ 退職金支給総額等

役職員の退職金支給総額

（うち役員への支給総額）

25,702,439千円 常　勤 常　勤 10.6年    

(0千円) 非常勤 非常勤 -

平成１７年度 22,109,239千円 常　勤 常　勤 10.3年    

(0千円) 非常勤 非常勤 -

平成１８年度 24,248,480千円 常　勤 常　勤 9.3年    

(3,047千円) 非常勤 非常勤 -

役　　職　　名

発足時（平成１６
年４月～１７年３
月）

－

平成１７年度 －

平成１８年度 理事

６ 独立行政法人評価委員 引き続き調査中

3,047千円 903,000円×0.125×27月×1.0

－－

支給年度

退職年度
役　　員　　別　　の　　退　　職　　金　　支　　給　　額

左の平均勤続年数
職員に対する退職金平均
支給額

5,265千円

0千円

5,069千円

発足時（平成１６
年４月～１７年３
月）

－

退職金額

－

4,834千円

0千円

計　　算　　式

0千円



１３　独立行政法人から他の法人等への出向職員数等 引き続き調査中

14 中期計画の数値目標等

計画期間

第１－１－（３）－③重症心身障害児（者）、進行性筋ジスト
ロフィー児（者）を受け入れている８１病院のうち、患者家族
の宿泊室を設置している病院は６１病院となっており、平成
１５年度に比して１３％の増と大幅に増加した。

重度心身障害児（者）等を受け入れている病院における患者家族
のための宿泊室の設置は、平成15年度に比べて13％増となってお
り中期目標に掲げる目標値を達成した。

第１－１－（３）－④高額医療機器の共同利用数は３９，０２６
件で、平成１５年度に比して３８．０％増と大幅に増加した。
また、平均の紹介率は４０．５％、逆紹介率は２８．７％で、
平成１５年度に比して､紹介率については３．７％、逆紹介
率については４．３％増と大幅に増加した。

高額医療機器の共同利用数は中期目標に掲げる目標値に近い数
まで大幅に増加しているとともに、紹介率・逆紹介率の向上につい
ても中期計画に掲げる目標値の7～8割と大幅に増加しており、地
域の医療機関と連携が進展している。今後の一層の成果を期待し
たい。

発足時（平成１６年４
月～１７年３月）

第１－１－（２）－③救急患者の受入数については、５８４，１
０３件（うち小児救急患者数は１６５，１４３件）となっており、
平成１５年度に比して５．３％増加した。

救急患者受入数（小児救急患者を含む）は中期目標に掲げる目標
値の半分を超える数まで増加しており努力が見られる。医師の確保
や地域の他の医療機関との協力等の課題もあろうが、今後のさらな
る充実を期待したい。

第１－１－（３）－①各病院においては、クリティカルパス委
員会において検討の上、クリティカルパスを作成しており、
総作成数は５，１９３種類で、平成１５年度（３，９３５種類）に
比べ３２．０％増と大幅に増加した。また、クリティカルパス実
施件数は、１２６，８２７件であり、平成１５年度（９７，３８９件）
に比べ３０．２％増と大幅に増加した。

クリティカルパスの実施件数が中期目標に掲げる目標値の約６割と
大きく増加し実績をあげている。患者に分かりやすい標準的な医療
の普及推進に資するものであり、今後の取り組みに期待する。

第３－１
中期目標の期間の５年間を累計した損益計算において、経常収支率を１００％以上とすることを目指す。
第７－１－②
技能職については、中期目標の期間中７１４人の純減を図る。
第７－３
旧国立病院・療養所の再編成業務については、中期目標の期間中に統廃合が予定されている８件を、その経営に留意しつつ着実に実施す
る。

　達　成　状　況 　評　価　結　果

第２－１－（１）－②
機構本部・ブロックの職員配置については、平成１５年度末の本省国立病院部及び地方厚生（支）局病院管理部の定員３８８名から平成１６年
４月１日に本部・ブロック合計の職員数を２９１名へ見直しを行う。

第２－１－（６）
看護師等養成所については、専任教官の充実などにより質の高い養成を行うとともに、その効率的な運営の観点から再編成を行い、平成１５
年度の８０ケ所から中期目標の期間中に４９ケ所とする。

第２－２－（１）－⑤
平成１５年度に比し、中期目標の期間の最終年度において、一般管理費（退職給付費用等を除く。）について、１５％以上節減を図る。

第２－２－（４）－②
看護師等養成所について、平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、授業料等の改定及び費用の縮減を図り、教育研修事業における収支
率を２０％以上改善する。

第１－３－（２）
政策医療ネットワークにより確立したＥＢＭの成果等を普及させるため、各病院は、地域の医療従事者を対象とした研究会等の開催し、中期目
標の期間の最終年度において、１４万人以上の参加を得られるよう努める。

第１－２－（２）
平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、治験実施症例数について２０％以上の増加を目指す。

　　　第１期　　　平成１６年４月　～　平成２１年３月

中　　期　　計　　画　　に　　定　　め　　ら　　れ　　た　　数　　値　　目　　標　　一　　覧

第１－１－（２）－③
平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、救急患者及び小児救急患者の受入数について１０％以上の増加を目指す。
第１－１－（３）－①
平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、クリティカルパス実施件数について５０％以上の増加を目指す。

第１－１－（３）－③
重症心身障害児（者）、進行性筋ジストロフィー児（者）を受け入れている８１病院については、患者家族の宿泊室を設置している病院数を、地
方公共団体、関係団体等の協力も得て、平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、１０％以上の増加を目指す。

第１－１－（３）－④
平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、ＭＲＩ等の高額医療機器の共同利用数について４０％以上の増加を目指す。また、紹介率と逆紹
介率について各々５％以上引き上げることに努める。

第１－３－（１）－①
平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、国立病院機構として受け入れる臨床研修医数について２０％以上及び国立病院機構として受け
入れるレジデント数について２０％以上の増加を目指す。

第１－３－（１）－⑤
政策医療ネットワークにおいて、ＥＢＭに基づいた医療を提供するため、また、治験・臨床研究推進のために研修会等を開催し、平成１５年度
に比し、中期目標の期間中に、当該研修会への参加人数について２５％以上の増加を目指す。



第１－２－（２）治験実施症例数については４，１７３件となっ
ており、平成１５年度に比して４９．６％増と大幅に増加し
た。

質の高い治験の推進を目指して、ＣＲＣの大幅な増員を含め本部
及び各病院において実施体制の整備等に特段の努力を行い、中
期目標に掲げる治験実施症例数に係る目標値を大幅に上回る成
果をあげている。

第１－１－（３）－③重症心身障害児（者）、進行性筋ジスト
ロフィー児（者）を受け入れている８１病院のうち、患者家族
の宿泊室を設置している病院は６８病院となっており、平成
１５年度に比して２６％の増と大幅に増加した。

重度心身障害児（者）等を受け入れている病院における患者家族
のための宿泊室の設置は、平成１５年度に比べて２６％増となって
おり中期目標に掲げる目標値を大幅に上回っている。

第１－１－（３）－④高額医療機器の共同利用数は４６，２５６
件で、平成１５年度に比して６４％増と大幅に増加し、中期
計画の目標を達成した。また、平均の紹介率は４２．７％、
逆紹介率は３３．２％で、平成１５年度に比して､紹介率につ
いては５．９％、逆紹介率については８．８％増と大幅に増
加した。

高額医療機器の共同利用数は中期目標に掲げる目標値に近い数
まで大幅に上回るとともに、紹介率・逆紹介率の向上についてもそ
れぞれ中期計画に掲げる目標値を達成しており、地域の医療機関
との連携がさらに進展している。

第７－３平成１６年度に予定されていた再編成５件について
は、統合後の運営・経営に留意しつつ実施した。

再編成業務については、計画に沿って着実に実施している。

平成１７年度 第１－１－（２）－③救急患者の受入数については、６１８，７
５９件（うち小児救急患者数は１６９，０２２件）となっており、
平成１５年度に比して１２％増加した。

救急患者受入数（小児救急患者を含む）は、平成１５年度に比べ１
２％増となっており中期目標に掲げる目標値を達成した。また、新た
に２ヶ所の救命救急センターを設置するなど地域のニーズに応じた
救急医療体制へも協力しており、こうした努力は評価できる。医師の
確保等が困難な環境にはあるが、今後ともさらなる充実を期待した
い。

第１－１－（３）－①各病院においては、クリティカルパス委
員会において妥当性を検討の上、クリティカルパスを作成し
ており、総作成数は６，４８７種類で、平成１５年度（３，９３５
種類）に比べ６４．９％増と大幅に増加した。また、クリティカ
ルパス実施件数は、１７０，９５４件であり、平成１５年度（９７，
３８９件）に比べ７５．５％増と大幅に増加した。

クリティカルパスの実施件数が昨年度に引き続いて増加し、中期目
標に掲げる目標値を大幅に上回る実績をあげている。また、クリティ
カルパス普及のための研修会実施や地域連携クリティカルパスの取
組も開始するなどの努力は評価できる。

第３－１診療報酬にかかる上位基準の取得、材料費の節減
及び人件費の削減等の経営改善に向けた努力を行い、平
成１６年度計画の経常損失１９，９１７百万円、経常収支率９
７．４％に対し、実績では経常利益１９６百万円、経常収支
率１００．０３％となり、計画に対し２．６％の大幅な改善を
図った。

年度計画の経常収支率97.4％に対し、実績では経常収支率
100.0％と計画に対して2.6％の改善が図られた。困難な状況の中
で、初年度において中期目標に掲げる経常収支に係る目標を全体
として達成しており、収支改善の努力と実績は特段の評価に値す
る。

第７－１－②技能職について､平成１６年度において１４３人
を削減する計画のところ､これを大幅に上回る２５８人の純減
を図った。

技能職に関してアウトソーシング化を図るなど計画に沿って取り組ま
れているほか、ブランチラボや給食業務等の業務委託にも取り組ま
れた。そうした実績により大幅な純減が図られた。

第２－２－（１）－⑤従来の８ブロックを６ブロックに改組し、
平成１５年度末の定員３８８名から２９１名に９７名、２５．０％
削減し､さらに、消耗品等の費用節減により経費の縮小を図
り、平成１６年度の一般管理費（退職給費用等を除く。)は、
平成１５年度に比し、１，９３４百万円(▲３３．６％）減少し、
３，８２９百万円となった。

一般管理費の節減も既に平成15年度に比べ33.6％と中期目標を
大きく上回る削減を達成している。

第２－２－（４）－②看護師等養成所に係る入学金及び授
業料等の改定を行なった。また、経費節減を進め、教育研
修事業の収支率の２０．７％の大幅な改善を図った。平成１
５年度収支率２７．４％　→　平成１６年度収支率４８．１％

教育研修事業については、授業料の改定や費用の節減を図り、中
期目標に掲げる収支率の改善を図っている。なお、教育研修事業
についてはその性格から今後の教育効果等も併せて見守りたい。

第２－１－（１）－②平成１５年度末の本省国立病院部及び
地方厚生（支）局病院管理部の定員３８８名から、平成１６年
４月１日の本部・ブロック合計の職員数を２９１名に２５．０％
削減し、より効率的な管理組織体制とした。

効率的な業務運営体制の確立のため、本部・ブロック組織の役割
分担の明確化や本部・ブロックの職員数の25％削減など効率的な
管理組織体制の整備は中期計画に掲げる目標等を達成している。

第２－１－（６）看護師等養成所の再編成については、計画
通り５施設廃止し、７５施設とした。これに伴って教官再配置
を行い、２施設を大型校とした。また、１７年度の学生の募集
を２４校で中止した。

看護師等養成所の再編成については、計画に沿って着実に実施して

第１－３－（１）－⑤ＥＢＭ推進の観点から各政策医療ネット
ワーク各分野の研修会並びに治験及び臨床研究を推進す
るための研修会を積極的に開催し、総参加者数は、１，９０
５名となり、前年に比べ２４．９％と大幅に増加した。

教育研修事業については、全般に事業の性格からも中期計画の達
成に向けて着実に歩み出した段階と考えられる。

第１－３－（２）地域の医療従事者を対象とした研究会等を
開催し、平成１６年度の延べ参加人数は８６，７６８名であり、
平成１５年度に比べ１１，６６６名増加した。

教育研修事業については、全般に事業の性格からも中期計画の達
成に向けて着実に歩み出した段階と考えられる。

第１－２－（２）治験実施症例数については３，５６０件となっ
ており、平成１５年度に比して２７．６％増と大幅に増加し
た。

本部及び各病院において実施体制の整備等特段の努力を行い、
中期目標に掲げる治験実施症例数に係る目標値を既に達成してい
る。今後とも、患者の信頼確保にも十分配慮しつつ、質の高い治験
の推進を期待したい。

第１－３－（１）－①初期臨床研修医の受入数は５５９人であ
り、平成１５年度に比べ２２．９％増加した。なお、医師臨床
研修制度の初年度としての影響も考えられ､レジデント受入
数は７９９人で、平成１５年度に比べ３．７％減少した。

初期臨床研修医の受入数は、平成15年度に比べ22.9％増加と中
期計画に掲げる目標値を達成しているが、レジデント受入数は医師
臨床研修制度の初年度の影響からか平成15年度に比べて3.7％減
少している。



第１－１－（３）－③重症心身障害児（者）、進行性筋ジスト
ロフィー児（者）を受け入れている８１病院のうち、患者家族
の宿泊室を設置している病院は６６病院となっており、平成
１５年度に比して２２％の増と大幅に増加した。

　重症心身障害児（者）等を受け入れている病院における患者家族
のための宿泊室の設置は、平成15年度に比べて22%増となってお
り、中期計画に掲げる目標値を上回っている。

第７－３平成１７年度に予定されていた再編成３件について
は、統合後の運営・経営に留意しつつ実施した。

再編成業務については、計画に沿って着実に実施している。

平成１８年度 第１－１－（２）－③救急患者の受入数については、６３４，４
７０件（うち小児救急患者数は１９７，６６３件）となっており、
平成１５年度に比して１４％増加した。

　救急患者受入数（小児救急患者を含む。）は、平成15年度に比べ
14.4％増となっており中期目標に掲げる目標値を達成している。ま
た、ドクターヘリや防災ヘリによる患者搬送時の医師同乗や搬送さ
れた患者の受入れにも協力しており、こうした努力は評価できる。医
師の確保等が困難な環境にはあるが、今後とも更なる充実を期待し
たい。

第１－１－（３）－①各病院においては、クリティカルパス委
員会において妥当性を検討の上、クリティカルパスを作成し
ており、総作成数は７，０７３種類で、平成１５年度（３，９３５
種類）に比べ７９．７％増と大幅に増加した。また、クリティカ
ルパス実施件数は、１９３，４５６件であり、平成１５年度（９７，
３８９件）に比べ９８．６％増と大幅に増加した。

　クリティカルパスの実施件数が昨年度に引き続いて増加し、中期
目標に掲げる目標値を大幅に上回る実績をあげている。また、地域
の医療機関と一体となった地域連携クリティカルパス(地域連携パ
ス)の実践は評価できる。

第３－１平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬
にかかる上位基準の取得、新規患者の増加等の経営改善
に向けた努力を行うとともに、赤字病院の赤字を圧縮するた
め経営指導を積極的に実施した。その結果、経常利益３，５
６４百万円、経常収支率１００．５％の黒字となり、平成１６年
度に引き続き２期連続で経常収支が黒字となるなど大幅に
経営改善された。

平成１７年度の経常収支率が、１００．４７％と初年度に続く２期連続
した黒字を達成し、さらに平成１７年度単年度の総収支でも純利益
を上げており、特段の実績と認められる。こうした著しい経営改善
は、各病院長をはじめ全職員が懸命な努力をした結果であると高く
評価する。

第７－１－②技能職について､平成１７年度において１４３人
を削減する計画のところ､これを大幅に上回る２１１人の純減
を図った。その結果、平成１６年度の純減数２５８人と併せて
４６９人の削減となった。

人事に関する計画に関して、技能職の削減については計画を上
回って進展している。

第２－２－（１）－⑤平成１６年度に引き続き､さらに、消耗品
等の費用節減により経費の縮小を図り、平成１７年度の一
般管理費（退職給費用等を除く。)は、平成１６年度に比し、
２０７百万円(▲５．４％）減少し、平成１５年度に比して、２，１
４１百万円（▲３７．２％）の減少となり、３，６２２百万円となっ
た。

一般管理費の節減も既に中期目標を大きく上回る削減を達成して
いるが、平成１６年度に比べて更に５％減少している。

第２－２－（４）－②看護師等養成所に係る入学金及び授
業料の改定を行うとともに、この改定額を下限額として各養
成所の実情に合わせ下限額を上回る授業料等の金額設定
を可能とした。また、授業料等の改定、効率的な運営を行う
ことにより、教育研修事業の収支率の２５．９％の大幅な改
善を図った。平成１５年度収支率２７．４％　→　平成１７年
度収支率５３．２％

質の高い医療従事者を養成する教育研修事業等を安定的な経営
基盤を確立しつつ効率的・効果的に運営していくことを目指してい
る。

第２－１－（１）－②平成１５年度末の本省国立病院部及び
地方厚生（支）局病院管理部の定員３８８名から、平成１６年
４月１日の本部・ブロック合計の職員数を２９１名に２５．０％
削減し、平成１７年度においても引き続き同様の職員数で
効率的な管理組織体制を維持した。

本部・ブロック組織の役割分担の明確化や効率的な管理組織体制
の整備については、既に平成１６年度から中期計画に掲げる目標
等を達成しており、その継続と定着を図っている。

第２－１－（６）看護師等養成所の再編成については、計画
通り２施設廃止し、７３施設とした。これに伴って教官再配置
を行い、２施設を大型校とした。

再編成業務については、計画に沿って着実に実施している。

第１－３－（１）－④ＥＢＭ推進の観点から各政策医療ネット
ワーク各分野の研修会並びに治験及び臨床研究を推進す
るための研修会を積極的に開催し、総参加者数は、２，３２
７名となり、平成１５年度に比べ５２．６％と大幅に増加した。

教育研修事業については、全般に事業の性格からも中期計画の達
成に向けて着実に歩み出した段階と考えられる。

第１－３－（２）地域の医療従事者を対象とした研究会等を
開催し、平成１７年度の延べ参加人数は１０２，１２４名であ
り、平成１５年度に比べ２７，０２２名増加した。

教育研修事業については、全般に事業の性格からも中期計画の達
成に向けて着実に歩み出した段階と考えられる。

第１－３－（１）－①臨床研修医の受入数は６３４人であり、
平成１５年度に比べ３９．３％増加した。なお、レジデント受
入数は７４４人で、平成１５年度に比べ１０．４％減少した。

初期臨床研修医の受入数は、平成１５年度に比べ３９．３％増加と
中期計画に掲げる目標値を大幅に上回ったが、レジデント受入数
は臨床研修必修化等の影響もあり、平成１５年度に比べて１０．４％
減少している。



平成１９年度

平成２０年度 － －

第７－３　今中期目標の期間中に統廃合が予定されていた
８件については、平成１７年度までにすべて統合後の運営・
経営に留意しつつ実施した。

　再編成業務については、計画に沿って着実に実施している。

－ －

第３－１平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬
にかかる上位基準の取得、新規患者の増加等の経営改善
に向けた努力を行うとともに、赤字病院の赤字を圧縮するた
め経営指導を積極的に実施した。その結果、経常利益１２，
４０７百万円、経常収支率１０１．６％の黒字となり、平成１７
年度に引き続き３期連続で経常収支が黒字となるなど大幅
に経営改善された。

　平成18年度の経常収支率が101.6％と黒字を達成し、さらに総収
支でも純利益を上げているが、これは減価償却費の大幅減が大きく
寄与した結果である。しかし、平成18年度の診療報酬マイナス改定
の中、各病院においては、施設基準の上位取得などの努力もあり、
中期計画を通して３期連続した黒字を達成したことは高く評価でき
る。
　こうした経営改善は、本部の経営指導もさることながら各病院長を
はじめ全職員が懸命な努力をした結果であると高く評価できる。今
後の病院建替や医療機器更新への投資を考慮し更なる継続した努
力を期待したい。
　なお、個別の病院の状況をみると、平成18年度においては、平成
17年度と比較して経常利益が赤字の病院の数が減少し、その赤字
病院の経常損失総額も減少していることも、全体として経営改善に
つながっている。
　病院の収支は診療報酬改定等種々の環境等にも左右されるもの
でもあるが、今後とも経営改善に取り組み、中期目標の期間全体に
おいて目標値を達成できるよう努められたい。

第７－１－②技能職について､平成１８年度において１４３人
を削減する計画のところ､これを大幅に上回る２３６人の純減
を図った。その結果、平成１７年度までの純減数４６９人と併
せて７０５人の削減となった。

　技能職の削減については計画を上回って進展している。

第２－２－（１）－⑤平成１７年度に引き続き､さらなる費用節
減等による経費の縮小を図り、平成１８年度の一般管理費
（退職給費用等を除く。)は、平成１７年度に比し、２８２百万
円(▲７．８％）減少し、平成１５年度に比して、２，１３０百万
円（▲３８．９％）の減少となり、３，３４０百万円となった。

　一般管理費の節減も既に中期目標を大きく上回る削減を達成して
いるが、平成17年度に比べて更に7.8％減少している。

第２－２－（４）－②平成１７年度に引き続き看護師等養成
所に係る入学金及び授業料の下限額の改定を行うととも
に、効率的な運営を行うことにより、教育研修事業の収支率
の２９．１％の大幅な改善を図った。平成１５年度収支率２
７．４％　→　平成１８年度収支率５６．５％

　教育研修事業については、授業料等の適正化を着実に進めてお
り、中期目標に掲げる収支率の改善を上回っている。なお、当事業
については経営面とともに、教育効果等についても十分に配慮す
べきである。

第２－１－（１）－②平成１５年度末の本省国立病院部及び
地方厚生（支）局病院管理部の定員３８８名から、平成１６年
４月１日の本部・ブロック合計の職員数を２９１名に２５．０％
削減し、平成１７年度と同様に引き続き同様の職員数で効
率的な管理組織体制を維持した。

　本部・ブロック組織の役割分担の明確化や効率的な管理組織体
制の整備については、既に平成16年度から中期計画に掲げる目標
等を達成しており、その継続と定着を図っている。

第２－１－（６）看護師等養成所の再編成については、計画
通り２施設廃止し、７１施設とした。

　再編成業務については、計画に沿って着実に実施している。

第１－３－（１）－④ＥＢＭ推進の観点から各政策医療ネット
ワーク各分野の研修会並びに治験及び臨床研究を推進す
るための研修会を積極的に開催し、総参加者数は、３，１３
７名となり、平成１５年度に比べ１０６％と大幅に増加した。

　看護教員養成事業の開始や実習指導者講習会の開催、研究休
職制度の活用等看護師のキャリアパス制度の充実を図るとともに、
平成18年度より全病院統一の研修ガイドラインの運用を開始するな
ど教育研修体制の構築に向けて着実な取組を行っている。

第１－３－（２）地域の医療従事者を対象とした研究会等を
開催し、平成１８年度の延べ参加人数は１０９，３７３名であ
り、平成１５年度に比べ３４，２７１名（４５％増）増加した。

　看護教員養成事業の開始や実習指導者講習会の開催、研究休
職制度の活用等看護師のキャリアパス制度の充実を図るとともに、
平成18年度より全病院統一の研修ガイドラインの運用を開始するな
ど教育研修体制の構築に向けて着実な取組を行っている。

第１－２－（２）治験実施症例数については４，６２４件となっ
ており、平成１５年度に比して６５．８％増と大幅に増加し
た。

　質の高い治験の推進を目指して、更なる治験コーディネーターの
大幅な増員を含め本部及び各病院において実施体制の整備等に
特段の努力を行い、中期目標に掲げる治験実施症例数に係る目標
値を大幅に上回る成果をあげている。治験に係る受託研究費も大き
く増加している。

第１－３－（１）－①臨床研修医の受入数は６９４人であり、
平成１５年度に比べ５２．５％増加した。なお、レジデント受
入数は７４４人（専修医１６７人含む）で、平成１５年度に比べ
１０．４％減少した。

　初期臨床研修医の受入数は、平成15年度に比べ52.5％増加と中
期計画に掲げる目標値を大幅に上回ったが、レジデント受入数は
臨床研修必修化等の影響もあり平成15年度に比べて10.4%減少し
ている。
　初期臨床研修終了後の専門領域の研修制度として、しっかりした
枠組みの下で後期臨床研修制度（専修医制度）に先進的に取り組
んでおり評価できるが、研修医などにどのように受け止められている
かなども具体的に把握しつつ、今後成果をあげることを期待した
い。また、レジデント(いわゆる後期臨床研修医)の受け入れ数の減
少に対しては、キャリアパスの構築を行い、より魅力的な体制とする
必要がある。

第１－１－（３）－④高額医療機器の共同利用数は４６，７１４
件で、平成１５年度に比して６５．２％増と大幅に増加し、中
期計画の目標を達成した。また、平均の紹介率は４７．
４％、逆紹介率は３２．２％で、平成１５年度に比して､紹介
率については１０．６％、逆紹介率については７．８％増と大
幅に増加した。

　高額医療機器の共同利用数は中期目標に掲げる目標値を大幅
に上回るとともに、紹介率・逆紹介率の向上についてもそれぞれ中
期計画に掲げる目標値を達成しており、地域連携クリティカルパス
(地域連携パス)への取組など地域の医療機関との連携が更に進展
している。



15 中期計画期間における特筆すべき研究あるいは業務の成果

・災害等における活動
　　 平成１６年１０月２３日に発生した新潟県中越地震被災地（特に甚大な被害を受けた小千谷市、川口町など）
  に対して、地震発生直後より医療班を派遣するなど、継続的な医療支援を行い、約１か月間の現地活動中に、
　３５ヶ所の病院から延べ６４の医療班を派遣した。各病院から被災地へ派遣された職員は、医師７９名、看護師
　１０５名、薬剤師３５名、その他９４名に上った。なお、当該活動に対して、平成１７年１０月２５日、新潟県知事か
ら
　国立病院機構に対して感謝状が贈呈された。
　　 平成１９年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震被災地（特に甚大な被害を受けた柏崎市）に対して、
　地震発生直後より医療班（３病院から５班）を派遣するなどの医療支援を行った。
・大規模かつ多様なネットワークを活用した臨床研究及び治験の推進
　（１）臨床研究の推進
　　　　国立病院機構の全国１４６ヶ所のネットワークを活用した「ＥＢＭ推進のための多施設大規模臨床研究」を開
　　　始した。当該研究のような多施設における大規模な臨床疫学研究は、我が国では前例をみないものである。
　　　平成１６年度より開始した５課題については、平成１８年度に症例の登録を完了し、追跡調査を始め、一部の
　　　課題については中間解析を行った。また、平成１７年度においても新たに４課題を採択し、平成１８年６月か
ら
　　　患者登録を開始した。さらに、１８年度課題については、本部において研究計画書の作成に積極的に関わる
　　　ことにより、質の高い６課題を採択し、平成１９年７月から患者登録を開始している。

・高度先端医療技術の開発等の推進
　　 高度先端医療技術の開発等を推進するために、国立病院機構で実施された職務発明について、高度医療
　先端技術も含めて権利化を進めており、
　　平成１７年度は、１４件の発明が届けられ、９件の特許等出願
　　平成１８年度は、１０件の発明が届けられ、１０件の特許等出願
　を行った。

・賃金職員制度の廃止及び職務内容や責任に応じた給与体系の見直し等
　　 国時代のフルタイムの非常勤職員制度である賃金職員制度を廃止し、常勤職員と短時間非常勤職員による
　柔軟な配置を行うとともに、給与については職務給の原則に従い、国時代の特徴である年功的要素の影響を
　抑制することとし、一般職員について若年層の給与水準は変えず、民間の給与水準を勘案して中高年の年功
　的な給与水準を緩やかな給与カーブとする等、給与制度を見直した。
　　 また、旧療養所等の職員に支給されている給与における調整額は、国家公務員の給与制度において措置さ
　れて以来、５０年以上が経過しており、民間の実態と比べると乖離が著しい状態となっていること等から、平成
　１６年度末に調整額を廃止し、平成１７年４月から勤務実態に応じた特殊勤務手当を創設した。

・大幅な経営改善
　　 診療報酬にかかる上位基準の取得、材料費の節減及び人件費の削減等の経営改善に向けた努力を行い、
　平成１６年度は、経常利益１９６百万円、経常収支率１００．０３％、
　平成１７年度は、経常利益３，５６４百万円、経常収支率１００．４７％、
　平成１８年度は、経常利益１２，４０７百万円、経常収支率１０１．６％
　と３期連続で黒字としたことにより、中期計画に掲げる「５年間を累計した損益計算
　において、経常収支率を１００％以上とする。」という目標の達成に向け大きく前進した。

・長期療養者のＱＯＬの向上等
　　 国立病院機構千葉東病院においては、我が国で初めて重症心身障害児（者）の摂食機能向上訓練に取り
　組み、摂食機能の習得・回復を図る「摂食機能療法」を確立し、食べることの楽しみを取り戻させることにより患
　者のＱＯＬを向上させたことが評価され、第１７回人事院総裁賞職域グループ部門賞を受賞した。
　　 また、患者の多様な需要に応じてケアの充実を図るため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄等のボディ
　ータッチを主として行うとともに夜勤にも対応できる新たな職種として、「療養介助職」を創設し、平成１７年度よ
　り長期療養患者が入院する２４病院に１４３人を配置し、平成１８年度においては３９病院に３１４人を配置した。

・国立病院機構における結核患者の退院基準の策定
　　 各病院における効率的な結核医療の提供を行っているが、特に諸外国と比べて極めて長くなっていた入院
　期間を短縮するための方策として、これまでの研究成果等を踏まえ、平成１７年２月に「国立病院機構における
　結核患者の退院基準」を策定し、同年３月より結核病床を運営する全病院において適用を開始した。平成１７
　年度の結核病床にかかる平均在院日数は、平成１６年度に比して約８．１日減少するなど、入院期間短縮等の
　効果が現れてきているところである。また、退院基準の検証調査として同年３月から５月までの間に新規入院し
　た患者を対象とした調査を実施しており、退院後の服薬状況や病状経過、退院基準に対する患者満足度など
　退院基準の妥当性検証を行っている。

　（２）治験の推進
　　　　大規模かつ多様な病院ネットワークを最大限に活用して、質のそろった症例を迅速に多数提供すること
　　　をとおして、積極的に実施している。平成18年度は治験総実施症例数は、4,624件(Ｈ17'比＋10.8％)
　　　となり中期計画の数値目標を大幅に上回り、受託研究金額も大幅に増加している。体制整備についても
　　　鋭意取り組んでおり、平成16年度は、CRCの定員は27施設54名であったが、平成18年度は57施設143名
　　　となっている。また研修事業についても積極的に取組み、平成16年度から平成18年度までの3年間で、
　　　その参加人数は、医師対象治験研修会では658名、CRC治験研修会（新任CRC研修を含む。）では277名
　　　となっている。



１６　平成１８年度における支出の概要 引き続き調査中

・人工呼吸器の標準化等に関する検討
　　 各病院における人工呼吸器の使用実態を調査し、長期療養にふさわしい人工呼吸器の選択及び使用に
　関する検討として、機種の絞り込み、人工呼吸器の適応及び選択等に関する指針の検討、長期療養にふさ
　わしい理想的な人工呼吸器の開発等が必要との報告書をとりまとめた。

・標準的医薬品の検討
　　 医薬品使用の標準化並びに医薬品管理の軽減を図り、ひいては医療安全に資するため、国立病院機構
　１４６病院で使用している医薬品１万数品目について標準化を行うべく標準的医薬品検討会において検討を
　行い、７，５８２品目（７２．９％）を掲載品目として整理し、標準的医薬品一覧を作成した。平成１８年度におい
　ては、この一覧を医薬品の共同入札に活用したところである。

・心神喪失者等医療観察法施行に係る主導的な取組み
　　 平成１７年７月に施行された心神喪失者等医療観察法により、国及び都道府県等は指定入院医療機関を
　整備することとなった。
　　 国立病院機構としても、平成１７年度中に４病院（花巻病院、東尾張病院、肥前精神医療センター、北陸病
　院）において医療観察法病棟を開棟し、患者の受入を行っているところである。
　　 また、国から更なる必要病床数確保のため、国立病院機構に対して整備対象病院の拡大及び病床整備の
　前倒しの要請があり、久里浜アルコール症センター（平成１８年４月）、さいがた病院（平成１８年４月）、小諸
　高原病院（平成１８年６月）、下総精神医療センター（平成１８年１０月）、琉球病院（平成１９年２月）、菊池病院
　（平成１９年９月）、榊原病院（平成１９年１０月）においても医療観察法病棟を開棟したところである。平成１９年
　１０月時点の全国の指定入院医療機関１２か所のうち、国立病院機構１１か所（残る１か所は国立精神・神経
　センター武蔵病院）を占めるという状況となっており、実質的には国立病院機構の病院が担っているところで
　ある。

・新人看護師を対象とした全病院統一の研修ガイドライン（ＡＣＴｙナース）の策定
　　 国立病院機構に採用された看護職員が、標準化された研修内容・方法に基づき主体的に学習し、着実に
　看護実践能力を習得していくためのガイドラインとして、平成１７年度に、採用から概ね５年目までの看護職員
　を対象とした研修ガイドラインを策定し、平成１８年度より運用を開始した。

・いわゆる後期臨床研修の充実
　　 平成１６年度より制度の検討を行ってきたいわゆる後期臨床研修（医師臨床研修終了した後の専門領域の
　研修システム）を平成１７年度には「国立病院機構専修医制度」として位置付け、プログラムの作成及び審査、
　研修実施のための体制整備を行った。９２病院、７２６コースの研修プログラムの審査を終了し、平成１８年度か
　ら同制度による研修を開始している。
　　 また、海外における医療を研修する場として留学制度創設し、平成１８年度より医師の派遣研修を開始した。

　（３）転倒転落事故をテーマとした共同臨床指定研究
　　　　国立病院機構における医療事故の発生状況を踏まえ、平成１８年度については転倒転落をテーマに、
　　　１４５病院が参加するネットワークを活用した大規模研究を行なった。

・医療安全対策の充実
　（１）医療安全管理体制の見直し
　　　国立病院機構の病院ネットワークをより積極的に活用した医療安全管理体制の確立等の視点から、現状
　　の医療安全管理体　制の問題点と具体的対処方策についての検討を行ない
　　　①機構本部への医療事故報告書様式及び報告範囲の見直し
　　　②医療事故について患者に与えた影響レベル区分（患者影響レベル）の統一
　　　③医療事故の公表基準の策定
　　　④事故発生病院以外の病院の専門医等が参加し事故検証作業を行なう「拡大医療安全管理委員会」の
　　　　推進
　　等について「国立病院機構における医療安全管理のための指針」に反映させ、医療安全対策をより
　　一層推進していくための体制整備を行なった。

　（２）人工呼吸器の標準化等に関する検討
　　　　平成１８年度に「人工呼吸器の標準仕様に関する作業部会」を設置し、長期療養患者が人工呼吸器を
　　　装着してもより快適に療養生活を送ることができるようにするとともに、医療安全対策上人工呼吸器に
　　　関わるリスクを軽減していく観点から、平成１８年時点で使用されている７４機種を６機種まで絞り込む
　　　作業を行なった。今後は、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更新等整備を行なう際には、原則
　　　として当該６機種の中から整備を行なうことで、人工呼吸器の標準化を進めていくこととした。
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